
環
境
清
掃
課 
☎
57
◆

4
1
0
0

東
三
河
海
岸
漂
着
物
学
習

セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
募
集

と　

き　

11
月
8
日
㈰

①
午
前
9
時
15
分
〜
正
午

②
午
後
1
時
〜
4
時

と
こ
ろ　

春
日
浦
海
岸
、
形
原
公

民
館
ほ
か

内　

容

①
小
学
生
以
上
と
そ
の
保
護
者
向

け

　

海
岸
に
漂
着
し
た
ゴ
ミ
で
ビ
ン

ゴ
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
ま
す
。

②
一
般
向
け（
親
子
参
加
可
）

　

海
岸
に
漂
着
し
た
ゴ
ミ
を
材
料

に
モ
ビ
ー
ル
を
作
り
ま
す
。

対　

象　

小
学
生
以
上
の
方

定　

員　

各
50
人（
定
員
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
）

参
加
費　

無
料

申
し
込
み　

10
月
23
日
㈮（
必
着
）

ま
で
に
ハ
ガ
キ
で
代
表
者
の
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
と
参
加

者
全
員
の
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・

参
加
し
た
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
明

記
の
上
、
名
鉄
観
光
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
岡
崎
支
店（
〒
444-

０
８
６
０ 

岡
崎
市
明
大
寺
本
町

3-

17 

角
金
ビ
ル
）へ
。

問
合
先　

愛
知
県
東
三
河
総
局
県

民
環
境
部
環
境
保
全
課（
☎
０

５
３
２
◆

35
◆

６
１
１
５
）

そ
の
他
の

情
報

行
政
課 

☎
66
◆

1
1
5
5

市
役
所
庁
舎（
新
館
）の
耐

震
補
強
工
事
を
実
施
し
ま
す

10
月
上
旬
か
ら
平
成
28
年
11
月

末
ま
で
、
市
役
所
庁
舎
新
館
の
耐

震
補
強
工
事
を
行
い
ま
す
。
工
事

期
間
中
は
、
正
面
玄
関
南
側
駐
車

場
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
工
事
の
施
工
上
、
駐
車

場
お
よ
び
庁
舎
へ
の
出
入
口
を
制

限
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

農
林
水
産
課 

☎
66
◆

1
1
2
7

巡
回
農
地
相
談
の
開
催

に
つ
い
て

農
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
に
お
答
え
し
ま
す
。

と　

き　

11
月
2
日
㈪

　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

と
こ
ろ　

産
業
環
境
部
会
議
室

　
（
市
役
所
新
館
2
階
）

相
談
員　

東
三
河
農
林
水
産
事
務

所
農
政
課
職
員

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
1
0

行
政
相
談
の
開
催
に
つ
い
て

行
政
相
談
と
は
、
国
や
地
方
自

治
体
な
ど
の
行
っ
て
い
る
仕
事
に

つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意

見
や
要
望
を
お
聞
き
す
る
制
度
で

す
。
年
金
、
医
療
保
険
、
税
金
、

登
記
、
道
路
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な

ど
に
つ
い
て
意
見
や
要
望
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
10
月
19
日
㈪
か
ら
25
日

㈰
は
行
政
相
談
週
間
で
す
。

と　

き　

10
月
21
日
㈬

　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

と
こ
ろ　

市
民
相
談
室（
市
民
課

内
）

※
行
政
相
談
員
は
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
、
皆
さ
ん
の
身
近
な

相
談
相
手
で
す
。

都
市
計
画
課 

☎
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
公
園
の
変
更
素
案
の
閲
覧

中
央
公
園
の
区
域
を
変
更
す
る

に
あ
た
り
、
変
更
素
案
の
閲
覧
を

行
い
ま
す
。

閲
覧
期
間　

10
月
1
日
㈭
〜
14
日

㈬
閲
覧
場
所　

都
市
計
画
課（
新
館

3
階
）

　生活排水は川や海の汚れの大きな原因です。生活排水対策は、一
人ひとりの取組みが大きな効果をあげます。皆さんも、できること
から始めてみませんか。
●身近な生活排水対策
・食べ残し・飲み残しを減らす
・排水口の三角コーナーや水きりネットで汚
れを取り除く

・使用済み油は新聞紙などに吸わせて燃やす
ごみとして捨てる

・食器や鍋の油汚れはまず新聞紙などで拭き
取る

・洗剤は適量を測って使う

●浄化槽の適正な管理
　浄化槽を管理する全ての方は、法律により保守点検・清掃を実
施し、法定検査を受けなければならないとされています。
　浄化槽を適切に長く使用するため、適正に管理しましょう。
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